
平
成
八
年
政
令
第
二
百
十
二
号

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
の
漁
業
等
に
関
す
る
法
令
の
適
用
等
）

第
一
条
　
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
臘
虎
膃
肭
獣
猟
獲
取
締
法
（
明
治
四
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）

二
　
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）

（
禁
止
海
域
に
お
け
る
転
載
等
の
禁
止
の
特
例
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
が
外
国
積
出
漁
獲
物
等
（
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
積
出
漁
獲
物
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
が
特
定
輸
入
承
認
（
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
輸
入
承
認
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

三
　
外
国
漁
船
（
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
漁
船
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
へ
転
載
す
る
場
合

四
　
外
国
漁
船
以
外
の
船
舶
か
ら
積
み
込
む
場
合

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
我
が
国
漁
業
の
正
常
な
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
と
な
ら
な
い
と
認
め
て
農
林
水
産
大
臣
が
許
可
し
た
場
合

（
許
可
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
申
請
に
係
る
外
国
人
の
属
す
る
外
国
が
当
該
外
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
我
が
国
漁
業
者
の
漁
獲
に
つ
き
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
漁
獲
量
の
限
度
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
単
に
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と
い
う
。
）
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
禁
止
海
域
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
動
向
及
び
我
が
国
漁
業
者
の
漁
獲
の
実
情
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
に
よ
る
漁
業
の
状
況
、
外
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
我
が
国
漁
業
の
状
況
等
に
関
し
て
、

学
識
経
験
が
あ
る
者
及
び
漁
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
入
漁
料
の
額
等
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
入
漁
料
の
額
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
外
国
人
が
当
該
許
可
に
基
づ
き
採
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
産
動
植
物
の
数
量
に
入
漁
料
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
入
漁
料
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
外
国
人
の
属
す
る
外
国
ご
と
、
水
産
動
植
物
の
種
類
ご
と
及
び
期
間
ご
と
に
、
当
該
水
産
動
植
物
の
取
引
価
格
（
政
府
が
作
成
し
た
統
計
そ
の
他
の
資
料

に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

近
の
数
年
間
に
お
け
る
取
引
価
格
を
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
、
当
該
水
産
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
の
状
況
、
採
捕
の
実
績
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
外
国
人
の
属
す
る
外
国
と
の
相
互
主
義
に
基
づ
き
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
漁
料
を
徴
収
せ
ず
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
の
入
漁
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
額
等
）

第
六
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
法
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
一
件
に
つ
き
九
千
六
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
承
認
に
係
る
事
務

の
処
理
に
関
し
て
こ
の
額
を
超
え
る
特
別
の
費
用
を
要
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
務
の
処
理
に
要
し
た
費
用
の
範
囲
内
で
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
手
数
料
を
徴
収
せ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合

二
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
人
の
属
す
る
外
国
と
の
相
互
主
義
に
基
づ
き
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合

三
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
行
お
う
と
す
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
、
漁
業
等
付
随
行
為
又
は
探
査
が
我
が
国
の
漁
業
の
発
展
又
は
国
際
協
力
の
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

（
農
林
水
産
省
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
入
漁
料
及
び
前
条
第
一
項
の
手
数
料
の
納
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る
漁
業
等
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

第
八
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
三
条
第
一
項

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
単
に
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う

行
う
大
陸
棚
で
あ
っ
て
排
他
的
経
済
水
域
で
な
い
区
域
（
以
下
「
特
定
大
陸
棚
」
と
い
う
。
）
の
定
着
性

種
族
に
係
る

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
の
漁
業
等

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る
外
国
人
の
漁
業
等

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
の
漁
業
等

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る
外
国
人
の
漁
業
等

第
四
条
第
一
項

排
他
的
経
済
水
域

特
定
大
陸
棚

海
域
（
そ
の
海
底
を
含
む
。
以
下
「
禁
止
海
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

海
域
の
海
底
及
び
そ
の
下
の
区
域
（
以
下
「
禁
止
区
域
」
と
い
う
。
）
の
定
着
性
種
族
に
係
る

1



第
五
条
第
一
項

排
他
的
経
済
水
域
（
禁
止
海
域

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
大
陸
棚
（
禁
止
区
域

に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
六
条
第
一
項

排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
行
う

行
う
特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
六
条
第
二
項

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
科
学
的
根
拠

特
定
大
陸
棚
に
お
け
る
科
学
的
根
拠

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
に
よ
る

外
国
人
に
よ
る
特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
八
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
、
試
験
研
究
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
試
験
研
究
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
九
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
、
外
国
人
以
外
の
者
が
当
該
水
域
に
お
い
て
行
う

外
国
人
以
外
の
者
が
行
う
特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
十
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
、

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
十
三
条
第
一
項

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

２
　
第
一
条
及
び
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
大
陸
棚
で
あ
っ
て
排
他
的
経
済
水
域
で
な
い
区
域
の
定
着
性
種
族
に
係
る
漁
業
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
（
漁
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
漁
業
等
付
随
行
為
を
含
む
。
附
則
第

二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
探
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る

特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
一
条

第
三
条
第
二
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項

第
三
条

第
六
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項

第
四
条

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
単
に
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と

い
う
。
）
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
禁
止
海
域

大
陸
棚
で
あ
っ
て
排
他
的
経
済
水
域
で
な
い
区
域
（
以
下
「
特
定
大
陸
棚
」
と
い
う
。
）
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
禁
止
区
域

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
人
に
よ
る

外
国
人
に
よ
る
特
定
大
陸
棚
の
定
着
性
種
族
に
係
る

第
五
条
第
一
項

第
七
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項

第
五
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項

第
五
条
第
三
項

第
五
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項

第
六
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
一
項

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で

第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で

（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
）

第
九
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
法
の
規
定
に
違
反
し
た
罪
と
す
る
。

（
取
締
官
）

第
十
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
漁
業
監
督
官
、
海
上
保
安
官
及
び
警
察
官
と
す
る
。

（
担
保
金
の
額
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
基
準
は
、
違
反
の
類
型
、
そ
の
罪
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
刑
、
違
反
の
程
度
、
違
反
の
回
数
等
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
担
保
金
等
の
提
供
）

第
十
二
条
　
担
保
金
（
担
保
金
の
提
供
を
保
証
す
る
書
面
（
以
下
「
保
証
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
証
書
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
担
保
金
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
（
取
締
官
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
て
当
該
告
知
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
）
に
、
違
反
者
又
は

だ拿
捕
に
係
る
船
舶
の
船
長
そ
の
他
主
務
大
臣
が
担
保
金
を
提
供
す
る
者
と
し
て
適
当
と
認
め
る
者
か
ら
、
本
邦
通
貨
で
提
供
さ

れ
る
こ
と
。

二
　
保
証
書
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
が
前
号
の
期
間
内
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
保
証
書
が
提
供
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
本
邦
通
貨
で
担
保
金
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
保
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
担
保
金
が
確
実
に
提

供
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
保
証
書
に
係
る
担
保
金
を
提
供
す
る
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
又
は
一
月
二
日
、
同
月
三
日
若
し
く
は
十
二
月
三
十
一
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
漁
業
監
督
官
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
、
海
上
保
安
官
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は

国
土
交
通
大
臣
、
警
察
官
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
と
し
、
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
農
林
水
産
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

２
　
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
と
す
る
。

附
　
則
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
七
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
表
の
三
の
項
に
係
る
規
定
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
の
特
例
）

第
二
条
　
法
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
外
国
人
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
行
う
漁
業
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
探
査
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
大
韓
民
国
国
民
（
大
韓
民
国
、
そ
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
又
は
そ
の
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た

法
人
そ
の
他
の
団
体
を
含
む
。
）

排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
海
域

一
　
次
に
掲
げ
る
点
を
順
次
に
直
線
に
よ
り
結
ん
だ
線
以
西
の
海
域

イ
　
北
緯
三
六
度
一
〇
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
五
秒
の
点

ロ
　
北
緯
三
五
度
三
三
分
五
六
秒
東
経
一
三
一
度
四
六
分
二
一
秒
の
点

ハ
　
北
緯
三
五
度
五
九
分
四
一
秒
東
経
一
三
二
度
一
三
分
三
三
秒
の
点

ニ
　
北
緯
三
六
度
一
八
分
四
一
秒
東
経
一
三
二
度
一
三
分
三
三
秒
の
点

ホ
　
北
緯
三
六
度
五
六
分
二
三
秒
東
経
一
三
二
度
五
五
分
三
八
秒
の
点

ヘ
　
北
緯
三
六
度
五
六
分
二
三
秒
東
経
一
三
五
度
二
九
分
五
〇
秒
の
点

ト
　
北
緯
三
八
度
三
七
分
一
〇
秒
東
経
一
三
五
度
二
九
分
四
九
秒
の
点

チ
　
北
緯
三
九
度
五
一
分
五
四
秒
東
経
一
三
四
度
一
一
分
二
〇
秒
の
点

二
　
北
緯
三
〇
度
四
四
分
三
秒
の
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
海
域

イ
　
北
緯
三
二
度
五
七
分
一
二
秒
東
経
一
二
七
度
四
〇
分
五
九
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
一
度
二
〇
分
一
二
秒
東
経
一
二
七
度
一
二
分
五
三
秒
の
点
に
至
る
直
線

ロ
　
北
緯
三
一
度
二
〇
分
一
二
秒
東
経
一
二
七
度
一
二
分
五
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
一
度
一
三
秒
東
経
一
二
七
度
四
分
五
三
秒
の
点
を
経
て
北
緯
三
〇
度
四
四
分
三
秒

の
線
に
至
る
直
線

二
中
華
人
民
共
和
国
国
民
（
中
華
人
民
共
和
国
、
そ
の
公
共
団
体

若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
又
は
そ
の
国
の
法
令
に
基
づ
い

て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
含
む
。
）

排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
海
域

一
　
東
経
一
二
七
度
二
九
分
五
三
秒
の
線
（
北
緯
三
〇
度
四
〇
分
一
三
秒
以
北
の
部
分
に
限
る
。
）

二
　
北
緯
三
〇
度
四
〇
分
一
三
秒
東
経
一
二
七
度
二
九
分
五
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
〇
度
四
〇
分
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
二
五
分
五
八
秒
の
点
に
至
る
直
線

三
　
北
緯
三
〇
度
四
〇
分
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
二
五
分
五
八
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
〇
度
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
三
二
分
四
秒
の
点
に
至
る
直
線

四
　
北
緯
三
〇
度
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
三
二
分
四
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
九
度
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
四
七
秒
の
点
に
至
る
直
線

五
　
北
緯
二
九
度
一
三
秒
東
経
一
二
八
度
四
七
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
八
度
一
四
秒
東
経
一
二
七
度
一
四
分
五
九
秒
の
点
に
至
る
直
線

六
　
北
緯
二
八
度
一
四
秒
東
経
一
二
七
度
一
四
分
五
九
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
七
度
一
四
秒
東
経
一
二
五
度
五
八
分
一
一
秒
の
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ａ
点
」
と
い
う
。
）

に
至
る
直
線

七
　
Ａ
点
か
ら
、
北
緯
二
七
度
一
四
秒
の
線
と
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
（
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
線
を
い
う
。
）
上
の

も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
十
二
海
里
で
あ
る
線
（
以
下
「
十
二
海
里
の
線
」
と
い
う
。
）
と
の
東
シ
ナ
海
に
お
け

る
交
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ｂ
点
」
と
い
う
。
）
に
至
る
直
線

八
　
Ｂ
点
か
ら
、
沖
縄
島
の
西
側
を
経
て
、
北
緯
二
六
度
四
分
三
一
秒
東
経
一
二
七
度
四
〇
分
四
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
四
度
四
三
分
一
三
秒
東
経
一
二
五
度
二
八
分

六
秒
の
点
に
至
る
直
線
の
十
二
海
里
の
線
と
の

初
の
交
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ｃ
点
」
と
い
う
。
）
に
至
る
十
二
海
里
の
線

九
　
Ｃ
点
か
ら
、
北
緯
二
六
度
四
分
三
一
秒
東
経
一
二
七
度
四
〇
分
四
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
四
度
四
三
分
一
三
秒
東
経
一
二
五
度
二
八
分
六
秒
の
点
に
至
る
直
線
と

他
の
十
二
海
里
の
線
と
の
交
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ｄ
点
」
と
い
う
。
）
に
至
る
直
線

十
　
Ｄ
点
か
ら
、
石
垣
島
の
北
側
を
経
て
、
北
緯
二
四
度
三
一
分
九
秒
東
経
一
二
五
度
二
九
分
五
四
秒
の
点
に
至
る
十
二
海
里
の
線

十
一
　
東
経
一
二
五
度
二
九
分
五
四
秒
の
線
（
北
緯
二
四
度
三
一
分
九
秒
以
南
の
部
分
に
限
る
。
）

三
台
湾
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
台
湾
の
権
限
の
あ
る
機

関
又
は
台
湾
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の

団
体
を
含
む
。
）

排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
点
を
順
次
に
直
線
に
よ
り
結
ん
だ
線
以
西
の
海
域

一
　
北
緯
二
四
度
四
六
分
東
経
一
二
二
度
三
〇
分
の
点
か
ら
北
緯
二
四
度
四
九
分
三
七
秒
東
経
一
二
二
度
四
四
分
の
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ａ
点
」
と
い
う
。
）
に
至

る
直
線
と
中
間
線
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
線
を
い
う
。
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
交
点

二
　
Ａ
点

三
　
北
緯
二
四
度
五
〇
分
東
経
一
二
四
度
の
点

四
　
北
緯
二
五
度
一
九
分
東
経
一
二
四
度
四
〇
分
の
点

五
　
北
緯
二
五
度
二
九
分
四
五
秒
東
経
一
二
五
度
二
〇
分
の
点

六
　
北
緯
二
五
度
三
〇
分
東
経
一
二
五
度
三
〇
分
の
点

七
　
北
緯
二
六
度
二
〇
分
東
経
一
二
五
度
三
〇
分
の
点

八
　
北
緯
二
六
度
三
〇
分
東
経
一
二
六
度
の
点

九
　
北
緯
二
七
度
東
経
一
二
六
度
二
〇
分
の
点
（
次
号
に
お
い
て
「
Ｂ
点
」
と
い
う
。
）
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十
　
Ｂ
点
か
ら
北
緯
二
七
度
東
経
一
二
二
度
三
〇
分
の
点
に
至
る
直
線
と
中
間
線
と
の
交
点

（
漁
業
水
域
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
三
条
　
漁
業
水
域
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
政
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
一
条
１
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
の
設
定
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
一
条
１
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
の
設
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
二
六
日
政
令
第
二
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
〇
日
政
令
第
一
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
一
二
日
政
令
第
三
〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
四
日
政
令
第
一
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
排
他
的
経

済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
又
は
同
法
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
法
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
入
漁
料
及
び

同
法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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